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格発表で弁理士が５０名を超えた創英
にとっては「事務所存亡にかかる一
大事」である。けだし､創英は､個々
の担当者によらず一定品質の業務サ
ービスを提供する、というその一点
を大切にしてきたからであり、事務
所の規模拡大と反比例して質が落ち
るのが真理だとすると、創英の優位
性は根底から失われるからである。

している度合い、第３に納期である。
　業務サービス自体の質の問題とは、
例えば特許出願／明細書で考えてみ
ると、発明のポイントが明確にクレ
ームされているとか、発明技術が丁
寧に説明されているとか、である。
また、ケースの安全かつ確実な管理
は、特許事務所による業務サービス
の基本であり、この品質がシッカリ
していないと事務所は成り立たない。
　それでは、業務サービス自体の質
が良ければ、お客様をして満足させ
るものといえるか？…答えは否であ
ろう。明細書が事務所の商品であり、
出願代理行為が有料のサービスであ
る以上、これらの品質は業務サービ
スの購買者たる出願人のニーズにマ
ッチしている度合いで測られなけれ
ばならない。サッパリした素麺を食べ
たいお客様に、コテコテの鰻丼を提供
しても満足しないのと同じである。
　それでは、業務サービス自体の質
が優れ、しかも､お客様のニーズにマ
ッチした内容であれば、お客様は必
ず満足するであろうか？…答えは否
である。商品の価値は鮮度で測られ
るから､いわゆる納期から外れている
と、お客様の満足度は著しく低下す
る。１２月２４日の夕方にクリスマスケー
キの叩き売りが始まるように、特許
出願等にも｢旬｣と賞味期限がある。

大事務所存亡にかかる一大事！？

　ユーザーである出願人は、コスト
を見据えながら、品質保証の見込め
る事務所を探し出そうと努力する。
しかし、出願人の需要を質と量の両
面で満たしてくれる事務所は簡単に
は見つからない。
　巷では、「質の良い仕事をしてい
た事務所も、規模が大きくなると質
が落ちる」等と、まことしやかに語
られることがあるが、これは一面の
真実を言い当てている。知財のよう
な職人的色彩の濃い業種では、事務
所の規模拡大と反比例してマインド
が低下し、小さな規模だった頃の良
さが失われやすい。つまり、事務所
の「顔」であった所長先生に期待し
ていた品質が、規模の拡大とともに
望み得なくなっていくのである。
　しかりとすれば、これは､今年の合

　今年の弁理士試験の合格者数は７
００人を超えた。バブル期前と比べ
ると１０倍近い大量合格であり、彼ら
は企業の知財部や特許事務所、法律
事務所、更には大学や技術移転機関
に職を求めていく。
　知的財産創造立国を支える人的な
インフラとなることが期待されるが、
弁理士の場合は弁護士と異なり実務
修習を経なくても登録されるところ
から、その品質保証の「仕組み」が
問題となる。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

品質の問題　その１

　本稿のタイトルにおける「品質保
証」には、二つの意味がある。第１
は、口幅ったい言い方であるが弁理
士自体の質の問題、第２は弁理士（お
よび特許事務所）が提供する業務サ
ービス（明細書等）の品質の問題で
ある。
　前者について言えば、弁理士は知
的財産実務の専門家なのであるから、
制度や法律の知識はもちろん実務の
知識と経験、スキルが要求される。
ところが、弁理士試験で考査される
のは制度と法律の知識のみであるか
ら、全く実務を知らない弁理士も誕
生する。
　喩えて言えば、他人様を乗せるタ
クシー稼業は一種免許での運転経験
を経て二種免許を取得しなければな
らず、弁護士稼業は司法試験に合格
して司法修習を経なければならない
が、弁理士稼業はペーパー試験にパ
スするだけで、他人様の知的財産権
をお預かりする代理人になれるので
ある。
　この弁理士自体の質、特にその品
質保証の問題は、一介の特許法律事
務所の力でどうにかなるものではな
く、日本弁理士会による登録後の実
務研修等に期待するしかない。ここ
では、後者の“業務サービスの品質
の問題”について考えてみたい。

品質の問題　その２

　業務サービスの「品質とは何か？」
…それは、第１に業務サービス自体
の質、第２にお客様のニーズにマッチ
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格発表で弁理士が５０名を超えた創英
にとっては「事務所存亡にかかる一
大事」である。けだし､創英は､個々
の担当者によらず一定品質の業務サ
ービスを提供する、というその一点
を大切にしてきたからであり、事務
所の規模拡大と反比例して質が落ち
るのが真理だとすると、創英の優位
性は根底から失われるからである。
　しかし、それは杞憂に過ぎない。
創英では、それを杞憂にするための
「仕組み」を創り、粘り強く運用し、
日々これを進化させている。

｢仕組み｣と仕組みを｢支える人｣の両輪

　品質保証にとって、当事者が「日々
業務に精励する」とか「鋭意努力す
る」とか、あるいは「経験を持って
いる」とかは大切なことである。し
かし、これだけでは、一定数以上の
多人数の専門家集団で一定レベル以
上の品質を保証することはできない。
　品質保証のための「仕組み」と、
その仕組みを「支える人」の両輪が
揃い、互いに働き合わないとダメで
ある。以下は、創英で実際に稼動し
ている「品質保証をもたらす１０個の
仕組み」である。
①  品質の三原則を大切に
　前述した３点、すなわち、業務サ
ービス自体の質と、お客様のニーズ
にマッチしている度合いと、納期（鮮
度）を大切にする…あたり前のこと
であるが、あたり前であるからこそ
仕事上のポリシーとして大切にして
いる。
②  基礎から応用までの体系的研修
　「代理人事務所の使命」、「客商
売の原点と特許法律事務所の仕事」
等の科目から法律、審査基準、国内
外実務の実際に至るまで、３９科目延
べ５１時間の体系的研修を確立してい
る。新人は全員が必修であり、企業
知財部や他の事務所、特許庁等で仮
に２０年の実務経験があっても必修に
なっている。
③  互いに学び、研修成果を利用
　上記「②」の研修講師は、すべて
創英のメンバーである。今年の後期
スケジュールでは３９科目を２９人の所
内講師が分担している。他人に教え
ることは、自分にとっての最高の研

修になる、という考え方に基づく。
また、入所時期の近いメンバーのグ
ループによる課題型の研修成果（例
えば進歩性の事例研究等）を利用し
た研修も行われている。
④  三段階のステップアップ
　３ヶ月間の試用者段階から始まっ
て、補助者訓練段階および担当者養
成段階を経て独立起稿者へとステッ
プアップしていく。各段階で、研修、
OJTにおける指導と助言、実務の指
導者との仕事上のかかわり方がルー
ル化されており、業務サービスの品
質保証と人材の育成および訓練の好
適なバランスを図っている。
⑤  アメーバ型の実務家集団
　部長、課長、係長、平社員という
序列の下で「人が人を管理する」組
織構成ではなく、お客様ごとの窓口
を担当する「人が仕事を管理する」
アメーバ型の組織構成である。閉鎖
的ではなく開放的で協働的な職場関
係を実現しており、これは「④三段
階のステップアップ」と機能的に結
びついている。
⑥  三人寄れば文殊の知恵
　審判、書面鑑定、訴訟、その他の
重要事件については、担当者と２名
の協議者の「三人寄れば文殊の知恵」
で実務を行っている。この２名の協
議者の一人は、特許庁や東京地裁で
実務してきたシニアアドバイザーが
務めることにより、豊富な経験とス
キルを事件処理に反映させる一方、
もう一人の協議者には若手の人材が
加わって重要実務を経験する（垣間
見る？）機会を与えている。
⑦  情報の収集と共有化
　事務所が大きくなると､入手できる
情報は格段に多くなる。しかし、各
人の得た情報を他のメンバーと共有
できなければ、せっかくの大事務所
の優位性は失われる。これを打ち破
るのが、所内イントラを活用した情
報の収集・整理と共有化である。創
英のイントラネットは、ハードとソフトの両
面において、知財の事務所では間違
いなく世界最高レベルである。
⑧  先人に学ぶ手本／検索システム
　特許庁の電子図書館は、企業や特
許事務所における知財実務のあり方
を大きく変えた。創英は、独自の創
英電子図書館を運用し、出願の翌日

から出願データや管理データを所内
イントラで検索・活用している。ま
た、実務の手本を提示するなど、多
面的なツールを用意している。
　なお、この創英電子図書館はお客
様の秘密情報が詰まっているため、
外部とは遮断されたシステムで運用
され、かつ所員のアクセスも厳重に
管理されている。
⑨  現場主義で「検討する」
　発明の現場に出掛けて打ち合わせ
をする「現場主義」を基本にしてい
る。また、打ち合わせは単なる「明
細書作成のための技術説明の聞き取
り」ではなく、特許的観点から「発
明を検討する」ことを原則にしてい
る。この仕事スタイルを奨励すべく、
現場主義手当制度という仕組みも運
用されている。
⑩  自主研修と特別研修
　各種の外部研修会での研鑽が奨励
され、基本的に自発意思で自由に参
加できる仕組みとなっている。また、
外国弁護士等の来訪時における海外
法制の勉強会、シニアアドバイザー
による判例の研修会、外部講師によ
る英文レターの研修会、内部のネイ
ティブによる英会話や韓国語講座等、
多様な特別研修が仕組みとして運用
されている。

「仕組み」の進化と事務所の発展

　上記した｢品質保証をもたらす１０個
の仕組み」は、創業以来１９年の中で
徐々に形成されて増えてきたものであ
り、個々の内容は日々進化している。
それは、職人的色彩の濃い業種では
規模拡大につれて小規模だった頃の
良さが失われやすい、という一般の
常識を覆すための戦いの結果であり、
これからも｢仕組み｣は増え続け、そ
れぞれ進化していくはずである。
　ともあれ、弁理士試験大量合格の
時代を迎えて、ますます品質保証の
「仕組み」に磨きをかけて、品質の
三原則が生かされた業務サービスを
提供していきたい。そして、時代の
ニーズにマッチした優れた実務家が
次々と輩出される…そのような「２１
世紀型の知的財産専門家集団」＝「創

英」を創っていきたいと思う。
以上


